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令和4年度 第 4回公益財団法人新宿未来創造財団理事会 議事録 

 

 

 

１ 日 時  令和4年 11月 16日（水） 午前 9時 30分～午前11時 30分 

 

２ 会 場  新宿コズミックセンター 5階大研修室 

 

３ 出席者  理事現在数13名 定足数7名 

     〔理事出席者〕 

理事長    酒井 敏男          副理事長 大柳  雄志 

常務理事  加賀美 秋彦         理事    阿部 正幸 

理事    宇佐美 彰朗(途中入室)    理事    小林 美智子 

理事      清水 敏男          理事    白石 美雪 

理事       髙野 吉太郎         理事   武井 正子 

     以上10名 

     〔監事出席者〕 

監事    五味田 敏夫         監事      名倉 明彦 

監事      野田 勉 

以上 3名 

 

欠席者 

〔理事欠席者〕 

        理事    小林 美智子         理事   古笛 恵子 

理事    針谷 弘志 

以上 3名 

 

 

４ 議題 

(1) 議事事項 

議案第28号   令和4年度第2回評議員会の招集について 

議案第29号  令和4年度上半期事業執行状況及び資金運用業務状況報告について 

議案第30号  令和4年度事業計画及び収支予算の補正について 

議案第31号  令和4年度資金運用計画の変更について 

議案第32号  特定費用準備資金等の計画変更について 

 

※議案1号については4月 28日に開催した第1回理事会にて議決された。 

※議案2号～26号については6月 13日に開催した第2回理事会にて議決された。 

※議案27号については8月 22日に開催した第3回理事会にて議決された。 

 

(2) 報告事項 

① 代表理事及び業務執行理事の職務執行状況の報告について 

② 評議員の選任について 

③ 第20回新宿シティハーフマラソン・区民健康マラソンについて 

④ 次期経営計画について 

⑤ 規則の改正について 

⑥ 新宿文化センターの臨時休館について 

⑦ 施設の利用休止及び休館について 

⑧ 火災予防業務協力者表彰について 

⑨ 特別区人事委員会勧告について 
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５ 定足数の確認 

理事現在数13名中 9名の出席があり、理事会運営規程第7条の規定により、理事会は有効に成

立していることを確認した。 

 

６ 議事の経過の概要及び結果 

   定款第34条の規定に基づき、酒井理事長が議長となり、本会議の開会を宣し、議事に入った。 

 

(1) 議案第 28号   令和4年度第2回評議員会の招集について 

加賀美常務理事から議案第28号について、資料に基づき説明が行われた後、議案を原案ど 

    おり出席者全員一致で可決した。 

 

(2) 議案第 29号  令和4年度上半期事業執行状況及び資金運用業務状況報告について 

加賀美常務理事から議案第29号について、資料に基づき説明が行われた。続いて本議案に

対して、以下のとおり質疑応答が行われた。 

 

     清水理事（質問） 

     「文化芸術や子ども対象の事業に関して、事業ができないことによる区民への影響や区民

の声を聞く機会があるのか。また、執行率が低い事業が多いが年度末までには100%にな

る予定か。」 

     八木原文化・学習参事役（回答） 

 「文化芸術については、まず文化センターの事業は下期の方が多く、上期は少ない。また、

お客様の状況は事業によってばらつきがあり、全てのお客様が戻ってきてはいないとい

う現状がある。区民の声に関しては事業に参加したお客様にはアンケートをとっており、

事業の再開について嬉しいといった声をいただいている。一方で、直接声を聞いたわけ

ではないが、まだまだ感染症が心配で出控えているお客様もいるという状況がある。感

染対策は行っているが、そのようなお客様の状況やニーズも調査しつつ、事業を展開し

ていきたい。」 

 桑島子ども支援課長（回答） 

 「子ども対象の事業については、今年度予定していた事業は予定通り実施しているが、コ

ロナ禍以前と比べると定員を減らしている。一方で12月に予定しているイベントについ

ては200名定員のところ3倍近くの応募があり、お客様は事業に参加したいという気持

ちが強いと予想される。今後も感染症の状況を見ながら定員をコロナ前に戻していきた

い。また、子どもひろばに関しても参加者数の達成率は低いが、これは利用方法がコロ

ナによる制限を受けていることが大きな要因となっている。今後制限の緩和が進めば

徐々に参加者数が増えると予想される。」 

 岡田事務局次長「管理担当」（回答） 

     「執行率については、9月末までに支払ったものをまとめており、９月分を10月に支払っ

た分については、計上していないという状況がある。年度末の決算に当たっては未払金

計上等を行いながら、全て入れていくような形になる。そのため、執行率等は予算ベー

スに追い付くと予想される。加えて、指定管理事業については、光熱水費が非常に高騰

しており、それについて他の科目から流用をかけつつも補正予算を組まなくてはいけな

い状況になっている。そういったことも鑑み、年度末には全体的に執行率は上昇する予

定である。」 

 

          五味田監事（質問） 

「正味財産増減計算書の経常収益と事業執行状況の収益との関連について、例えば事業執

行状況の事業区分で補助というのは、正味財産計算書の受取区補助金に対応すると考え

てよろしいか。」 

岡田事務局次長「管理担当」（回答） 

「まず、事業区分の補助は、区の補助金をいただいて行う事業をさしている。次に、事業
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執行状況の収益については、事業から得られる参加料や、施設利用料について記載して

おり、正味財産増減計算書では、(1)経常収益の事業収益内の事業収益がこれに対応する。

一方で、区からの補助金や指定管理料、受託料については、１年間決まった金額を頂け

ることから事業執行状況の収益には記載していない。正味財産増減計算書では、(1)経常

収益の受取補助金等内の受取区補助金、事業収益内の区受託料収益と区指定管理料収益

がこれに対応する。」 

 

清水理事（質問） 

「展示会の開催について、費用の決算額が226万で、来場者に関しては達成率が60％近い

ということだが、これだけの展示会をこの金額でやったということなのか。」 

鈴木学芸課長（回答） 

「展示会において経費が一番かかるのは特別展となり、現在丁度開催している。一方で、

記載している決算額は９月30日現在の実績となっており、特別展の経費が含まれていな

い。展示会終了後にその経費が計上されると費用は上がってくる。」 

 

武井理事（質問） 

「健康づくり事業は、定員を通常の４割減に制限されているようですが、この対応はいつ

まで続くのか。また、今後コロナへの対応はどのような方針なのか。」 

加藤スポーツ・マラソン課事業課長（回答） 

     「感染症対策については、現在も定員の制限を行っているが、10月１日から緩和し徐々に

定員を増やしている。今後については、政府及び区の対策を参考にしながら更に緩和進

めたいと考えているが、健康づくり事業のため健康に害さないというのを大前提に進め

ていきたい。」 

 

その後、議案を原案どおり出席者全員一致で可決した。 

 

(3) 議案第 30号  令和4年度事業計画及び収支予算の補正について 

加賀美常務理事から議案第30号について、資料に基づき説明が行われた後、議案を原案ど

おり出席者全員一致で可決した。 

 

(4) 議案第 31号  令和4年度資金運用計画の変更について 

加賀美常務理事から議案第31号について、資料に基づき説明が行われた後、議案を原案ど

おり出席者全員一致で可決した。 

 

(5) 議案第 32号  特定費用準備資金等の計画変更について 

加賀美常務理事から議案第32号について、資料に基づき説明が行われた後、議案を原案ど

おり出席者全員一致で可決した。 

 

 

７ 報告事項 

(1) 代表理事及び業務執行理事の職務執行状況の報告について 

加賀美常務理事から資料に基づき説明が行われた。 

この報告事項について質疑はなかった。 

 

(2) 評議員の選任について 

加賀美常務理事から資料に基づき説明が行われた。 

この報告事項について質疑はなかった。 

 

(3) 第20回新宿シティハーフマラソン・区民健康マラソンについて 

岡崎事務局次長「スポーツ・文化担当」から資料に基づき説明が行われた。 

この報告事項について質疑はなかった。 
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(4) 次期経営計画について 

岡田事務局次長「管理担当」から資料に基づき説明が行われた。 

この報告事項について質疑はなかった。 

 

(5) 規則の改正について 

岡田事務局次長「管理担当」から資料に基づき説明が行われた。 

この報告事項について質疑はなかった。 

 

(6) 新宿文化センターの臨時休館について 

八木原文化・学習参事役から資料に基づき説明が行われた。 

この報告事項について質疑はなかった。 

 

(7) 施設の利用休止及び休館について 

岡田事務局次長「管理担当」から資料に基づき説明が行われた。 

この報告事項について質疑はなかった。 

 

(8) 火災予防業務協力者表彰について 

神崎事務局次長「施設等担当」から資料に基づき説明が行われた。 

この報告事項について質疑はなかった。 

 

(9) 特別区人事委員会勧告について 

岡田事務局次長「管理担当」から資料に基づき説明が行われた。 

この報告事項について質疑はなかった。 

 

 

以上で議事を終了し、閉会した。 
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以上、この議事録が正確であることを証明するために、出席した理事長、副理事長および監

事は次のとおり署名する。 

なお、軽易な文言の修正は、理事長に委任する。 

 

 

令和４年 11月 30日 

 

理事長   酒井 敏男 

 

 

 

副理事長  大柳  雄志 

 

 

 

監事    五味田 敏夫 

 

 

 

監事    名倉 明彦 

 

 

 

監事    野田 勉 

 

 


